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       補助金調書

補助金名 緑地保全事業補助金 担当課
（連絡先）

住宅都市局みどりのまち推進部　　　みどり推進課

（ＴＥＬ 092-711-4424）

交　付　先
□　個人
□　団体

保存樹の所有者 区分 その他の補助金

交付先決定方法 　　□　公募
（公募の場合）

公募時期
通年

（公募の場合）
応募要件

・保存樹の所有者であること。
・補助対象者（法人の場合は役員を含む）が暴力団員でないこと。
・本紙の市税を滞納していない者であること。

（非公募の場合）
非公募の理由

補助開始年度 平成6 年度 経過年数 21 年度

補助金の目的
及び

補助対象事業

保存樹の所有者が行う剪定及び治療にかかる費用の一部を助成し、保存樹の良好な維持管理を促進する
ことにより、都市の美観風致を維持し、もって都市の健全な環境の維持及び向上に寄与することを目的とす
る。補助対象事業は、次に掲げる事業とする。
（１）　剪定費補助　　保存樹の剪定行為（以下「剪定」という。）を行うもので，剪定完了後も当該保存樹が良
好な樹形を維持し、保存樹としてふさわしい姿形を保つもの。その点で、保存樹としての良好な姿形を大きく
損なう「伐採」や「強剪定」は除く。ただし、「強剪定」に関しては、特段の理由が認められる場合は、この限り
ではない。
（２）　治療費補助　　保存樹の治療行為（以下「治療」という。）を行うもので、事前に本市が精密診断を行
い、治療の必要性があると判断された保存樹に対して、本市が指定する治療を行うもの。

補助金の終期 延長回数 0 回

6,000

終期を延長する
理由

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

　
　□　定率

交付対象経費は、下記に掲げる経費とする。
（剪定費補助）
　（１）造園工，普通作業員，特殊機械運転手等の事業費
　（２）ダンプトラック，高所作業車等にかかる機械損料
　（３）剪定枝の処分費（運搬費含む）
　（４）剪定痕の保護に必要な保護剤にかかる費用
　（５）諸経費
　（６）その他特に必要と認められる経費
（治療費補助）
　（１） 樹木医，造園工，普通作業員，特殊機械運転手等の事業費
　（２） ダンプトラック，高所作業者等にかかる機械損料
　（３） 剪定枝の処分費（運搬費含む）
　（４） 土壌改良材等の資材
　（５） 処置部の保護等に必要な薬剤
　（６） 諸経費
　（７） その他特に必要と認められる経費
補助金の算定方法は下記に掲げるとおり。
保存行為（病木，老木等の保存のため臨時に行う行為及び市長が別に定める基準に基づ
き認める保存樹の剪定行為で保存樹１本につき25,000円以上の事業費を要するものをい
う。）に係る保存樹１本につき、事業費が50,000円未満の場合は当該事業費から25,000円を
控除した額とし、事業費が50,000円以上の場合は当該事業費の２分の１相当額（その額が
300,000円を超えるときは300,000円）とする。ただし、これにより算定した額が1,000円以上
で、かつ、当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

当該年度 前年度 前々年度 前々々年度

29 26 13

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

設定しない

6,013 5,696 1,329

前年度補助事業
の主な実施概要

平成25年度は、剪定費補助24件（47本）、治療費補助5件（5本）の補助を行った。

補助金交付
による効果

保存樹は、長い年月をかけて育てられた貴重な樹木であり、一旦失われると回復が
困難である。また、地域のシンボルとしての役割や、緑化啓発の役割、福岡市民の
憩いの場の役割も果たしており、後世に残していくべき貴重な財産である。
一方、保存樹の維持管理には多大な費用と手間がかかるため、剪定・治療費の一部を
補助することで、所有者の負担を一部軽減することができる。

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）


